
1 

 

三田五丁目西地区の地権者の皆さま、 

2022年 5月 14日 

再開発勉強会有志 

【かわら版第 30号】 

準備組合を避ける地権者が増えて来た！ 

    

「準備組合」が「同意書集め」を始めてから早くも１年が経ち、 

準備組合の「真の姿」が私たちにも徐々に見えて来ました。 

 

【準備組合から距離を置くべき理由＃１】 

「準備組合」は自らを再開発の事業主体だと主張しています。 

しかしそれは本当なのでしょうか？ 

準備組合の実態は「信用」も「実績」も「賠償責任能力」もない任

意団体です。銀行から融資を受けることも出来ない団体です。 

港区も「地権者に対話義務はない」ことを確認している先です。 

そのような団体から、たとえ書面で「確約」や「補償」を取り付け

たとしても、結局は「絵にかいた餅」となりかねません。 

「話が違う」と訴えても、準備組合が相手では泣き寝入りです。 

準備組合はそのような団体なのです！ 

 

【準備組合から距離を置くべき理由＃２】 

その様な準備組合に対し、私たちは再開発への「同意書」を提

出するよう求められています。皆さま安心して提出できますか？ 
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先ずは、「同意書」をよくご覧になってください！ 

そこには「再開発の手続きを進めることに同意する」と言う趣旨

のたった３行の文章しか書いてありません。 

これではまるで準備組合へ全てを任せる「白紙委任状」です！ 

大切な土地資産を供出する取引だと言うのに、地権者が対価と

して何を得るのかも未定のまま「同意」だけはさせられるのです。 

その様な「同意書」を準備組合へ安心して提出できますか？ 

 

【準備組合から距離を置くべき理由＃３】 

準備組合は「皆さまで構成される組合」だと言いながら、いつも

私たちの元へ勧誘にやって来るのは住友不動産の社員です。 

準備組合の会合でも、司会進行から質疑応答まで一切を取り

仕切るのは住友不動産の社員です。極めて不自然です。 

表向きは「地権者が主体」だと言いながら、実体は営利目的の

住友不動産が主体であることは明らかです。 

住友不動産が実質支配する準備組合。 

それが三田５丁目の「準備組合」の実態です！ 

 

【準備組合から距離を置くべき理由＃４】 

そもそも準備組合は地権者が真に知りたい事柄に正面から向

き合おうとしません。 

例えば「土地所有者が再開発で確実に損する」問題を指摘して

も彼らは一向に説明責任を果たそうとしません。それどころか、

彼らは「正確でない情報が取り沙汰されている」などとして論点

をそらそうとさえします。地権者の組織が地権者からの質問に

答えない！もはやこれは準備組合のあるべき姿ではありません。 

彼らの「まちづくりニュース」を読めば、このことは一目瞭然です。 
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その準備組合が「意見交換会」を開催？ 

その様な状況下、準備組合は地権者を集めて「意見交換会」を

企画しているようですが、重要問題への説明責任を放置したま

ま、「意見交換」でお茶を濁そうとしても再開発は進みません。 

意見交換会は文字通り「意見交換の場」です。準備組合側に回

答義務はないため、結局は「地権者の意見を聴取する」だけの

中身の薄い会合で終わりかねません。 

また席上で「批判的意見」を述べようものなら、翌日から住友不

動産の社員に「ぜひ一度お話を」と執拗に追いかけられる懸念

もあります。嫌な思いをしてまで出席したいとは誰も思いません。 

このため、再開発に「同意しない」地権者の多くは意見交換会に

は参加しないとの連絡が当会へ寄せられています。 

準備組合が今やるべきことは「意見交換会」ではなく、 

「重要問題への回答」を住友不動産と共に果たすことです！ 
 

まとめ 

準備組合の実態が明らかになりつつある今、同意する地権者も

頭打ちとなり、同意を撤回する地権者まで出始めています。 

三田５丁目では地下鉄の延伸も決まったことで、今後地価の上

昇も見込まれることから、私たち地権者も、「再開発に応じることが

得なのか」それとも「土地資産を保有し続けることが得なのか」を真剣

に考える時が来ているのではないでしょうか？ 

再開発に同意するか否かはあくまでも地権者の皆さまの判断です。 

しかし、「今は再開発に応じるべき時期ではない」と考える地権者

が確実に増えているようです。 

 

(世話役：佐々木光子 h7835575@yahoo.co.jp) 
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